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地方独立行政法人法（以下「法」という。）第28条に基づき、次のとおり地方独立行政法人

神奈川県立病院機構（以下「県立病院機構」という。）の令和５年度の業務実績に関する評価

を実施した。 

 

１ 年度評価の基本方針 

業務実績に関する評価は、「地方独立行政法人神奈川県立病院機構の評価の基本的な考

え方について」(平成30年６月４日決定)に基づき、次のとおり行う。 

⑴ 基本方針 

ア 中期目標の達成に向けて、県立病院機構の中期計画の事業の進捗状況を評定する。 

イ 県民への説明責任の観点から、評価を通じて、中期目標の達成状況や業務の実施状

況を分かりやすく示す。 

ウ 県立病院機構の組織・業務運営等に関して改善すべき点を明らかにすることにより、

法人運営の質的向上に資する。 

⑵ 評価区分 

年度評価にあたっては、当該事業年度における中期計画の実施状況について調査及び

分析をし、業務の実績の全体について検証のうえ、「項目別評価」及び「全体評価」によ

り行う。 

ア 項目別評価（小項目評価） 

中期計画及びそれに基づく年度計画の項目（小項目）ごとに、県立病院機構が提出

する自己評価を付した各事業年度の業務実績に関する報告書を基に、業務実績の検証

を踏まえ、評価を行う。 

イ 項目別評価（大項目評価） 

中期計画及びそれに基づく年度計画の項目（大項目）について、小項目評価の結果及

び業務実績に関する報告書を基に、業務実績の検証を踏まえ、評価を行う。 

ウ 全体評価 

項目別評価の結果及び業務実績の検証を踏まえ、中期計画の進捗状況について総合

的に判断し、評価を行う。 

また、必要がある場合は、業務の改善その他の措置の命令を行う。 

⑶ 意見聴取 

専門的知見に基づく適切な評価を実施するため、神奈川県地方独立行政法人評価委員

会条例第３条第２号の規定に基づき、神奈川県地方独立行政法人神奈川県立病院機構評

価委員会から意見を聴取する。 

 

２ 全体評価 

  第三期中期計画の４年目である令和５年度は、令和５年５月に新型コロナウイルス感染

症が第５類感染症に位置付けられ、通常診療に移行していく中、新型コロナウイルス感染

症の診療と通常診療を並行して行うこととなった。 

そのような中にあっても各病院では高度専門医療を継続的に提供し、足柄上病院及び精

神医療センターでは能登半島地震にあたって被災地にＤＭＡＴ及びＤＰＡＴを派遣し、こ

ども医療センターでは緩和ケアの取組を推進した。また、がんセンターではがんゲノム医

療拠点病院として昨年度を上回る数のエキスパートパネルを実施し、循環器呼吸器病セン

ターでは引き続き重点医療機関として新型コロナウイルス感染症患者を積極的に受け入れ

て治療を行うなど、着実な成果が認められた。 



2 
 

  しかしながら、収支状況については、コロナ関連補助金の大幅な減により、総損益は△

20億9,200万円となり、資金収支が７億2,000万円の減となるなど早急な経営改善の取組が

必要な状況となっている。 

また、令和３年10月に発生したこども医療センターの医療事故を契機として設置された

外部調査委員会が行った医療安全対策についての提言についても、実施に向けた取組を推

進していく必要があること、こども医療センターでは令和２年度に続けて短期間に基準値を

上回るレジオネラ属菌の検出がされており、レジオネラ対策等の感染症対策を行っていく

必要があることなどが認められる。 

  これらのことを踏まえ、項目別評価の結果及び業務実績の検証などから、中期計画の進

捗状況について総合的に評価した結果、大項目でＤ評価があるなど改善すべき点があること

から、「中期計画の達成に向け進捗が遅れており改善の余地がある。」とした。 

 

 (項目別評価の結果) 

⑴ 大項目「県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置」 

小項目33項目中16項目で年度計画を達成し、また、９項目で年度計画を概ね達成した。

一方で、６項目は年度計画を下回っており、また、２項目で年度計画を大幅に下回ってお

り、改善の余地があるが、大項目評価としては総合的に判断してＢ評価（中期計画の達成

に向けて概ね順調な進捗状況にある）が妥当であると判断した。 

⑵ 大項目「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」 

小項目３項目中１項目で年度計画を達成したが、２項目は年度計画を下回っており改

善の余地があることから、大項目評価としては総合的に判断して、Ｂ評価（中期計画の達

成に向けて概ね順調な進捗状況にある）が妥当であると判断した。 

⑶ 大項目「財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置」 

小項目１項目が年度計画を大幅に下回っていることから、大項目評価としてもＤ評価

（中期計画の達成のためには進捗が著しく遅れており、重大な改善事項がある）が妥当

であると判断した。 

⑷ 大項目「その他業務運営に関する重要事項」 

小項目４項目中２項目で年度計画を達成し、また２項目は年度計画を概ね達成したこ

とから、大項目評価としてはＡ評価（中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にある）が

妥当であると判断した。 
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（評価結果一覧） 

全体評価 
項 目 別 評 価 

大 項 目 評 価 小項目評価 項目数 

中期計画

の達成に

向け進捗

が遅れて

おり改善

の余地が

ある。 

１ 

県民に対して提供

するサービスその

他の業務の質の向

上に関する目標を

達成するためとる

べき措置 

Ｂ 

中期計画の達成に向けて概ね順

調な進捗状況にある。 

Ｓ ０ 

Ａ 16 

Ｂ ９ 

Ｃ ６ 

Ｄ ２ 

項目数 計 33 

２ 

業務運営の改善及

び効率化に関する

目標を達成するた

めとるべき措置 

Ｂ 

中期計画の達成に向けて概ね順

調な進捗状況にある。 

Ｓ ０ 

Ａ １ 

Ｂ ０ 

Ｃ ２ 

Ｄ ０ 

項目数 計 ３ 

３ 

財務内容の改善に

関する目標を達成

するためとるべき

措置 

Ｄ 

中期計画の達成のためには

進捗が著しく遅れており、

重大な改善事項がある。 

Ｓ ０ 

Ａ ０ 

Ｂ ０ 

Ｃ ０ 

Ｄ １ 

項目数 計 １ 

４ 
その他業務運営に

関する重要事項 

Ａ 

中期計画の達成に向けて順調

な進捗状況にある。 

Ｓ ０ 

Ａ ２ 

Ｂ ２ 

Ｃ ０ 

Ｄ ０ 

項目数 計 ４ 

 

【小項目評価】 

区 分 目標達成の目安 

Ｓ（年度計画を大幅に上回って達成している） 大幅に上回って達成 

Ａ（年度計画を達成している） ほぼ100％の達成 

Ｂ（年度計画を概ね達成している） 80％以上の達成 

Ｃ（年度計画を下回っており改善の余地がある） 60％以上～80％未満の達成 

Ｄ（年度計画を大幅に下回っており大幅な改善が必要である） 60％未満の達成 

 

（業務実績の検証) 

令和５年５月に新型コロナウイルス感染症が第５類感染症に位置付けられ、新型コロナ

ウイルス感染症の診療と通常診療を並行して行うこととなったが、そのような中でも各病

院では高度な専門医療を継続的に提供したこと、職員全員が利用できる情報系ネットワー

クの構築や、サイバー攻撃に備えたバックアップ体制の構築といった情報セキュリティを

強化したことなど、着実な成果が認められた。 
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しかし、足柄上病院の短期在宅加療パスを利用した患者数や循環器呼吸器病センターの

手術数及び放射線治療件数などでは実績が年度計画の目標値を大きく下回っていること、

こども医療センターの医療事故を受けた外部調査委員会の医療安全対策の提言を実施して

いく必要があること、こども医療センターで基準値を上回るレジオネラ属菌が検出された

ことなどの課題が認められた。 

また、コロナ関連補助金の大幅な減により、総損益は△20億9,200万円となり、資金収

支が７億2,000万円の減となるなど早急な経営改善の取組が必要な状況となっている。 

 

３ 大項目評価 

(1)大項目「県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置」 

 

 （業務実績の検証） 

  地域の医療機関等との機能分化・連携強化について、患者の紹介・逆紹介の推進や、オ

ンライン研修等各種研修を実施、足柄上病院では人事交流の実施など、地域の医療機関と

の連携を強化するとともに、高額医療機器の共同利用等について広報を実施した。 

  患者満足度の向上においては、こども医療センターにおける処方箋のネット受付開始及

び駐車場料金のキャッシュレス決済化、精神医療センターにおける患者向けWi-Fi環境の

整備等、患者サービス向上の推進を図った。 

また、各病院において、次のような取組が認められた。 

  

○ 足柄上病院  

・新型コロナウイルス感染症の対応にあたる「重点医療機関」として、中等症患者等の

積極的な受入れと治療の実施 

・県西医療圏の中核的な医療機関として、地域ニーズの高い医療について提供 

・地域医療支援病院として、かかりつけ医の支援や地域医療従事者向けの研修の実施、

地域医療機関との連携強化による紹介・逆紹介率の向上の取組 

・能登半島地震にあたってのＤＭＡＴの派遣 

○ こども医療センター 

 ・小児三次救急医療機関として重症患者の受入れを、総合周産期母子医療センターとし

て周産期救急入院患者の受入れを実施 

・多職種で構成する緩和ケアチームによるカンファレンスやラウンド実施による緩和ケ

アの推進 

・みらい支援外来において、成人移行に向けた自立支援の実施及び成人医療機関との連

携 

○ 精神医療センター 

 ・薬物治療の難治患者である治療抵抗性統合失調症患者の社会復帰支援のため、クロザ

ピンによる薬物治療を積極的に実施 

 ・能登半島地震にあたってのＤＰＡＴの派遣 

 ・アルコールや薬物依存に加え、ギャンブル依存も加えた集団治療プログラムを実施す

るとともに、思春期インターネット・ゲーム依存症専門外来を実施 

○  がんセンター 

・都道府県がん診療連携拠点病院として、手術、薬物療法及び放射線治療を柱とした集
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学的治療を推進 
・がんゲノム医療拠点病院として、エキスパートパネルの開催など、先端的ながんゲノ

ム医療への取組 
・医療インバウンドとして重粒子線治療を実施 
・重粒子線治療について、体制強化及び積極的な広報活動等による治療件数の増加 

○ 循環器呼吸器病センター 

・新型コロナウイルス感染症の第５類感染症への移行後も重点医療機関として、新型コ

ロナウイルス感染症患者を積極的に受け入れ、抗ウイルス薬等を使用した治療を実施 

・第二種感染症指定医療機関として、新型コロナウイルス感染症に対応しながら、結核

患者を県内全域から受け入れ、県内の結核医療体制を維持 

・狭心症や心筋梗塞等の循環器疾患、肺がんや間質性肺炎等の呼吸器疾患について、専

門医療機関として、質の高い総合医療を提供 

 

 （評価結果と判断理由） 

令和５年度業務実績報告書及び小項目評価の結果を基に、業務実績の検証を踏まえ総合

的に判断し、Ｂ評価（中期計画の達成に向けて概ね順調な進捗状況にある）とする。 

 

「質の高い医療の提供」、「質の高い医療を提供するための基盤整備」、「患者や家族、

地域から信頼される医療の提供」及び「県の施策との連携」の４つの面における取組をそ

れぞれ検証したところ、小項目33項目中16項目で年度計画を達成し、また、９項目で年度

計画を概ね達成した。一方で、８項目は年度計画を下回っており、改善の余地があるため、

大項目評価としては総合的に判断してＢ評価が妥当であると判断した。 

 

（小項目評価の主な内容) 

・年度計画を達成している主な事項（Ａ評価） 

足柄上病院における質の高い医療の提供【感染医療・災害医療】（小項目２）について

は、能登半島地震にあたって、令和６年１月11日から18日まで、ＤＭＡＴを派遣した。 

こども医療センターにおける質の高い医療の提供【緩和ケア・相談支援】（小項目６）

については、緩和ケアサポートチームによる定期的なカンファレンスの実施や、全病棟

回診の実施、病棟スタッフへのケアの実施、緩和ケアセミナーの開催などの取組を推進

した結果、昨年に引き続き緩和ケア実施件数が増加した。 

精神医療センターにおける質の高い医療の提供【精神科救急医療・災害医療】（小項目

８）については、県の精神科救急システムの基幹病院として多くの救急患者を受け入れ

るとともに、能登半島地震では、ＤＰＡＴを派遣した。 

がんセンターにおける質の高い医療の提供【高齢のがん患者への対応】（小項目12）

については、高齢者総合的機能評価の実施を、全診療科の初診の高齢者に拡大した。 

循環器呼吸器病センターにおける質の高い医療の提供【結核医療】（小項目15）につ

いては、入院患者に対して院内ＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）を徹底して実施するとと

もに、「ＤＯＴＳアセスメント記録」を活用し、退院後の治療継続を見据えた看護を実

践した。 

地域の医療機関等との機能分化・連携強化（小項目23）については、地域の医療需要等

の情勢を踏まえた連携の充実、医療機関等への訪問の拡充、オンライン研修の展開など、

地域の医療機関との連携強化に努めた。 
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ＩＣＴやＡＩなどの最先端技術の活用（小項目25）については、各病院の機能や蓄積さ

れた情報を活用し、関連機関と連携してＡＩを活用した医療機器の開発研究への協力等

に取り組んだ。 

県の施策との連携・協働（小項目33）については、こども医療センターで、小児等在宅

医療連携拠点事業及び医療的ケア児等コーディネーター養成研修事業などを実施した。

また、かながわ医療的ケア児支援センターと連携して支援に取り組んだ。 

 

・年度計画を下回っており改善の余地がある事項（Ｃ評価、Ｄ評価） 

足柄上病院における質の高い医療の提供【地域包括ケアシステムの推進】（小項目４）

について、短期在宅加療パスについて、感染防御のため目標値を大きく下回っているこ

となどから、総合的に判断した結果、Ｄ評価とした。 

循環器呼吸器病センターにおける質の高い医療の提供【循環器・呼吸器専門医療】（小

項目14）については、いずれの項目も目標値を達成しておらず、手術数や放射線治療件数

は目標値を大きく下回っていることなどから、総合的に判断した結果、Ｄ評価とした。 

臨床研究の推進（小項目24）について、治験や英語論文件数で目標値を大きく下回って

いるものがあり、取組をより推進していかなければならないところがあることから、総

合的に判断した結果、Ｃ評価とした。 

医療安全対策の推進（小項目26）については、令和３年10月に発生した、こども医療セ

ンターにおける医療事故に係る外部調査委員会からの提言を受けた医療安全対策につい

て改善の余地があるため、Ｃ評価とした。 

感染症医療の提供（小項目31）については、こども医療センターで令和２年度に続けて

令和５年度も基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されるなど、レジオネラ対策につい

て課題があることなどから、引き続き感染症医療体制の充実を図る必要があるため、総

合的に判断した結果、Ｃ評価とした。 

 

・病院機構の自己評価との相違等が認められた主な事項 

こども医療センターにおける質の高い医療の提供【小児専門医療・救急医療等】（小項

目５）については、難易度の高い手術を多く実施したこと、小児がん拠点病院として集学

的治療を実施したこと、小児三次救急医療機関として重症患者の積極的な受け入れを行

ったことなどから自己評価をＢ評価としているが、県評価においては、令和３年10月に

発生した、こども医療センターにおける医療事故に係る外部調査委員会からの患者安全

確保のための提言を実施するため、体制整備や重大事故発生時の対応の見直し等を推進

する必要があることから、総合的に判断した結果、Ｃ評価とした。 

こども医療センターにおける質の高い医療の提供【緩和ケア・相談支援】（小項目６）

については、緩和ケアサポートチームによる定期的なカンファレンスの実施、全病棟回

診の実施、病棟スタッフへのケアの実施及び緩和ケアセミナーの開催等の取組を推進し

た結果、目標値を上回る緩和ケアを実施することができたことなどから自己評価をＳ評

価としているが、県評価においては、目標値は達成しているものの、医療的ケア児につい

て、医療的ケア児支援・情報センターとの連携体制の構築などの取組を更に推進してい

く必要があることなどから、総合的に判断した結果、Ａ評価とした。 

精神医療センターにおける質の高い医療の提供【精神科専門医療】（小項目７）につい

ては、反復経頭蓋磁気刺激法（ｒ－ＴＭＳ）の実施件数について、治療可能な医療機関が増

えたことなどから実施件数が目標未達であることなどから、自己評価をＣ評価としているが、
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県評価においては、依存症（アルコール、薬物及びギャンブル）の集団治療プログラムの実

施、思春期インターネット・ゲーム依存症専門外来の実施及びレインボー外来を開設するな

どの取組を行っていること、クロザピン治療の推進等を行っていることなどから、Ｂ評価と

した。 
精神医療センターにおける質の高い医療の提供【地域の医療機関との連携】（小項目９）

については、平均在院日数の大幅な短縮に加えて、難治性の患者増の影響もあり「退院後３

か月以内に再入院した患者の割合」が年度計画の目標未達となったことが認められ、自己評

価をＣ評価としているが、訪問看護件数が目標値を大きく超えており、患者の地域移行や社

会復帰を推進したと考えられるため、総合的に判断した結果、Ｂ評価とした。 
がんセンターにおける質の高い医療の提供【相談支援等】（小項目11）については、リ

ハビリテーション部門は、実働できる療法士が減少したことにより、がん専門病院として必

要な施術が十分には提供できていない状況が認められることから、自己評価をＣ評価として

いるが、緩和ケア実施件数、漢方サポートセンター外来患者数ともに目標値を達成し、また、

初来院患者全てにがん相談支援センターを利用してもらう仕組みづくりや、院内モニターを

活用した広報を実施したことにより、がん相談件数は目標数を達成したことから、総合的に

判断した結果、Ｂ評価とした。 
地域の医療機関等との機能分化・連携強化（小項目23）について、地域における中核的

な医療機関としての役割を担うため、地域の患者及び連携医療機関等の医療ニーズをく

み取った取組を推進し、紹介及び逆紹介のサイクルをより一層円滑にすることが必要な

どの課題を掲げ、自己評価をＢ評価としているが、紹介件数、逆紹介件数ともに、多くの

項目で実績値が昨年度と同様に目標値の多くを達成しており、昨年度同様Ａ評価とした。 

 

(2) 大項目「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」 

 

 （業務実績の検証)  

業務運営の改善及び効率化については、「医療安全推進体制に係る外部調査委員会」か

ら、機構全体の医療安全推進体制における内部統制上の課題や改善策に関する提言を受け

たことを踏まえ、課題等に対するアクションプランを策定するため、プロジェクトチーム

を設置した。 

また、病院に対するサイバー攻撃が増加している現状を踏まえ、バックアップ体制の構

築・増強を実施したほか、非常時対応手順書の見直し、対応訓練や研修の実施により、職

員のセキュリティ意識の向上を図った。 

収益の確保及び費用の節減については、各病院が行動計画を策定し、集患強化及び病床

稼働率の向上に努めるとともに、病院と本部が一体となって、予算ヒアリングやトップマ

ネジメント会議で進捗状況及び課題を総括し、経営改善の取組強化に努めた。 

 

 （評価結果と判断理由) 

令和５年度業務実績報告書及び小項目評価の結果を基に、業務実績の検証を踏まえ総合

的に判断し、Ｂ評価（中期計画の達成に向けて概ね順調な進捗状況にある）とする。 

 

「適正な業務の確保」、「業務運営の改善及び効率化」及び「収益の確保及び費用の節

減」の３つの面における取組をそれぞれ検証したところ、小項目３項目中１項目で年度計

画を達成したが、２項目は年度計画を下回っており改善の余地があることから、大項目評
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価としては総合的に判断して、Ｂ評価が妥当であると判断した。 

 

 （小項目評価の内容) 

適正な業務の確保（小項目34）については、令和３年10月に発生した、こども医療セン

ターにおける医療事故に係る外部調査委員会からの提言を受けて、内部統制について実施

に向けて取り組む必要があるため、改善の余地があると判断し、自己評価と同様Ｃ評価と

した。 

業務運営の改善及び効率化（小項目35）については、職員全員が利用できる情報系ネッ

トワークのシステム環境を稼働、サイバー攻撃に備えバックアップ体制の構築、増強を実

施するなど、情報セキュリティ及びガバナンスの強化を図っており、年度計画を達成して

いるものとして、自己評価と同様Ａ評価とした。 

収益の確保及び費用の節減（小項目36）については、収益の確保に向け、病床稼働率の

向上に努めるとともに、経営改善に向けた取組を行っており、多くの目標値で目標を達成

したが、新型コロナウイルス感染症が第５類感染症に移行した以降も病床稼働率が全ての

病院で目標を達成できていない等の課題があるなどの状況を総合的に判断した結果、自己

評価と同様Ｃ評価とした。 

 

(3) 大項目「財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置」 

 

 （業務実績の検証) 

収益面では、５月に新型コロナウイルス感染症が第５類感染症に移行し、医業収益が26

億6,300万円増加したものの、薬品を中心とした材料費の増加や給与改定による給与費の

増加などにより医業費用が令和４年度から25億9,800万円増加した。 

更に、コロナ関連補助金の大幅な減少により、総損益は△20億9,200万円となり、資金収

支は７億2,000万円の減となった。 

 

（評価結果と判断理由) 

令和５年度業務実績報告書及び小項目評価の結果を基に、業務実績の検証を踏まえ総合

的に判断し、Ｄ評価（中期計画の達成のためには進捗が著しく遅れており、重大な改善事

項がある。）とする。 

 

小項目１項目が年度計画を大幅に下回っていることから、大項目評価としてもＤ評価が

妥当であると判断した。 

 

（小項目評価の内容) 

総損益が、コロナ関連補助金の大幅な減により△20億9,200万円となり、資金収支が７億

2,000万円の減となっていることから、総合的に判断した結果、自己評価と同様Ｄ評価とす

る。 

  

(4) 大項目「その他業務運営に関する重要事項」 

 

 （業務実績の検証) 

常勤医師の確保のため、医局ローテーションや公募等により対策を講じたほか、配置・
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採用の基本的な考え方に基づく人員配置を行い、年度途中においても病院間の業務応援体

制を構築したほか、増員する職種について、増員効果を検証しながら適正な人員配置に努

めた。 

医師の働き方については、勤怠管理システムを活用して労働時間の適正管理を試行した。

併せて診療科部長等が診療業務の調整等を行い、労働時間の短縮に向けて取り組んだ。ま

た、兼業についてルールの見直しを行った。 

  

（評価結果と判断理由) 

令和５年度業務実績報告書及び小項目評価の結果を基に、業務実績の検証を踏まえ総合

的に判断し、Ａ評価（中期計画の達成に向けて順調な進捗状況にある）とする。 

 

「人事に関する計画」及び「施設整備・修繕に係る計画の検討」の２つの面における取

組をそれぞれ検証したところ、小項目４項目中２項目で年度計画を達成し、２項目は年度

計画を概ね達成したことから、大項目評価としてはＡ評価が妥当であると判断した。 

 

（小項目評価の内容) 

人事に関する計画【人員配置】（小項目38）については、常勤医師の充足率を踏まえ、

自己評価と同様にＢ評価とした。 

人事に関する計画【やりがい・情報共有】（小項目39）については、重点事業等への取

組や業務能率の向上が顕著であった活動に対して表彰を行うことにより、職員のやりがい

向上に努めるとともに、職員提案の速やかな実現により、課題解決や業務改善に繋げた実

績を踏まえて、自己評価と同様にＡ評価とした。 

人事に関する計画【働き方・人事・給与制度】（小項目40）については、医師の働き方

改革への対応に加え、勤務間のインターバルや、年次休暇の年度管理への移行など、積極

的な取組を行っているものの、新型コロナウイルス感染症が第５類へ移行した後も年次休

暇取得日数が目標未達となるなど、労働時間短縮、ワークライフバランスの向上に向けて

取り組む必要があることから、自己評価と同様にＢ評価とした。 

   施設整備・修繕に係る計画の検討（小項目41）については、目標値の設定はないものの、

アクションプランに基づく修繕や、足柄上病院の再整備にかかる実施設計等について、計

画に基づき着実に進めていることを評価し、自己評価と同様にＡ評価とした。 

 

４ 評価委員会からの意見、指摘等 

(1) 令和６年度神奈川県地方独立行政法人神奈川県立病院機構評価委員会委員 

  委員長  河原 和夫（医療法人財団利定会大久野病院理事・院長） 

副委員長 池島 秀明（神奈川県病院協会業務執行常任理事） 

委員   渋谷 恵 （認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML委員バンク登録会員） 

委員   鈴木 紳一郎（神奈川県医師会副会長） 

委員   髙橋 貢子（公認会計士） 

委員   長野 広敬（神奈川県看護協会会長）  

 

 (2) 意見聴取の状況 

   第１回 令和６年７月19日（金） 対面開催 

    令和５年度業務実績の概要について 

    令和５年度業務実績評価書（案）について 
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   第２回 令和６年７月29日（月）～８月２日（金） 書面開催     

令和５年度業務実績評価書（案）について 

 

(3) 評価結果に対する評価委員会の意見 

  地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和５年度業務実績評価書については…。 

 

(4) 各委員からの主な意見 

 <第１回開催時> 

 

<第２回開催時> 

 


